広告掲載および仲介依頼に関する同意事項

本物件の広告掲載にあたり、貸主（以下、甲）は、乙に対し、以下の事項について確認し、同意するものとします。

第1条（広告掲載の依頼と仲介業者の指定）
甲は、乙が運営する「そのまま屋」へ本物件の広告を掲載することを依頼します。
本物件の問い合わせ対応、内見案内、契約条件の調整および契約締結等の仲介業務については、乙が指定する宅地建物取引業者（以下、提携仲介業者）が行うものとし、甲はこれを承諾します。

第2条（仲介契約の締結）
甲は、本物件の成約に向けて、前条の提携仲介業者との間で、別途「仲介契約」を締結するものとします。

第3条（費用の支払いおよび分配）
賃貸借契約が成立した場合、甲は提携仲介業者に対し、仲介報酬および広告費（AD）として合計で賃料の2ヶ月分（別途消費税）を支払うものとします。
前項の費用のうち、賃料の1ヶ月分相当は「そのまま屋」へのシステム利用料および広告掲載料として、提携仲介業者を通じて乙に支払われることを、甲はあらかじめ承諾します。

第4条（情報の共有）
物件情報の掲載および仲介業務を円滑に進めるため、甲が提供した物件情報および個人情報を、乙と提携仲介業者の間で相互に共有することを承諾します。

第5条（成約時の通知）
甲が自ら入居者を発見した場合、または他社を通じて成約した場合は、直ちに乙または提携仲介業者へ通知し、広告掲載を取り下げるものとします。


【同意署名】
上記の内容について確認し、同意いたしました。

記入日：____________年　____月　____日

貸主 住所：______________________________________________________________________
貸主 氏名：__________________________________________________（印）
